
資料２−１２ 協議事項：パイロットテストの検証について

内 容項 目
令和８年度から実施するモデル事業のための標準的な事務手順の確立を目的として実施目 的
令和７年８月〜10月
※この期間中に健康診断を受診（又は予約申込）する者の中から対象者を拾い上げて市町村の大腸がん
検診を実施（又は予約受付）する

実施期間

八戸西健診プラザ
（事業所からの健康診断の受託件数が多く、周辺市町村の大腸がん検診に係る個別検診を
一定数受託しており、これまでも個々の相談に応じて、健康診断と同日にがん検診の受診
勧奨をしている実績を踏まえて選定）

委託先
（選定理由）

協会けんぽ青森支部に加入かつ生活習慣病予防健診を未実施の事業所の従業員（被保険
者）を基本とするが、被扶養者や他の健康保険の被保険者（国民健康保険組合想定）で
あっても、同じプロセスで拾い上げができる場合は対象に含めてもよい取扱いとする

対象者

八戸西健診プラザと大腸がんの個別検診の契約を締結している11市町村（八戸市は除く）
＜三沢市、むつ市、野辺地町、六戸町、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村＞対象市町村

検診機関の施設内を基本とするが、一部巡回方式でも実施会 場
①八戸西健診プラザに健康診断の申込みをした事業所又は個人にチラシ配付
②協会けんぽ青森支部及び上北・下北労働基準協会の協力を得て、対象となりうる事業所

にチラシ送付
周知方法

１．パイロットテスト実施方法の概要
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チラシ
（表面）

チラシ
（裏面）

○ 周知方法①及び②における対象事業所あてチラシ
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〇協会けんぽ青森支部の協力※１を得て、対象事業所※２

１，２７９事業所へチラシと併せて送付

※１…令和７年９月４日付け協会けんぽ青森支部と県の間で
「青森県大腸がん検診の職域・市町村連携モデル構築
事業に関する覚書」を締結し、対象事業所情報を活用
することが可能となった

※２…対象市町村に所在する事業所のうち、生活習慣病予防
検診未実施の事業所

○ 周知方法②における対象事業所あて鑑文
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